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添付書類：防衛省行政情報化推進体制整備要綱 



防衛省行政情報化推進体制整備要綱 

 
（趣旨） 

第１ この要綱は、防衛省における行政情報化の推進体制の充実及び強化 

 を図るために必要な事項を定めるものとする。 

 

（デジタル統括責任者） 

第２ 防衛省に、デジタル統括責任者を置く。 

２ デジタル統括責任者は、行政情報化に関する事務を統括する。 

３ デジタル統括責任者は、整備計画局長をもって充てる。 

 
（副デジタル統括責任者） 

第３ 防衛省に、副デジタル統括責任者を置く。 

２ 副デジタル統括責任者は、行政情報化に関する事務の統括について、 

デジタル統括責任者を補佐する。 

３ 副デジタル統括責任者は、サイバーセキュリティ・情報化審議官をも 

って充てる。 

 
（デジタル統括アドバイザー） 

第４ 防衛省に、デジタル統括アドバイザーを置く。 

２ デジタル統括アドバイザーは、行政情報化に関する専門的な知識及び 

経験をもって、次に掲げる事務をつかさどる。 

（１）デジタル統括責任者が行う行政情報化に関する事務の統括に対す 

る助言及び支援に関すること。 

（２）第５第１項に規定する防衛省行政情報化推進委員会が行う調査審 

議に対する助言及び支援に関すること。 

（３）第７第１項に規定する課等又は第８第１項に規定する官房各局及 

び各機関が行う行政情報化に関する検討に対する助言に関するこ 

と。 

（４）前各号に掲げるもののほか、デジタル統括責任者が必要と認め 

る事項に関する助言及び支援に関すること。 

３ デジタル統括アドバイザーは、整備計画局サイバー整備課長のほ 

か、デジタル統括責任者の指名する者をもって充てる。 

 
（防衛省行政情報化推進委員会） 

第５ 行政情報化を総合的かつ計画的に推進するため、防衛省に、防衛省 

行政情報化推進委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 

（１）業務及び情報システムの最適化（以下「業務・システム最適化」 

という。）その他の行政情報化の推進のための基本的な方針又は計 

画の策定に関すること。 

（２）前号に掲げるもののほか、行政情報化に関し必要な事項の調査審 



議に関すること。 

３ 委員会の構成は、次のとおりとする。 

委員長  デジタル統括責任者 

副委員長 副デジタル統括責任者 

委員  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

４ 委員長は、委員会を開催し、会務を総理する。 

５ 副委員長は、委員長を補佐する。 

６ 委員長は、関係部局に対し、関係職員の出席、意見の陳述、資料の提 

出等必要な協力を求めることができる。 

７ 委員長は、委員会の議題に応じ、関係する委員を招集することができ 

る。 

８ 委員長は、必要があると認めるときは、第３項に掲げる者以外の者を 

委員に指名することができる。 

９ 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に作業部会を置くこと 

ができる。 

１０ 前項の作業部会の構成は、委員長が定める。 

１１ 委員会の庶務は、整備計画局サイバー整備課において処理する。 

 

（防衛省全体管理組織） 

第６ 行政情報化に関する事務を円滑に推進するため、防衛省に、防衛省 

全体管理組織（以下「ＰＭＯ」という。）を置く。 

２ ＰＭＯは、次に掲げる事務をつかさどる。 

（１）省内横断的な業務・システム最適化に関する方針の立案に関する 

こと。 

（２）業務・システム最適化その他の情報システムに関する事務の総括 

整理に関すること（前号に掲げるものを除く。）。 

（３）前２号に掲げるもののほか、委員会の指定する行政情報化に関す 

る事務に関すること。 

大臣官房秘書課長、大臣官房文書課長、大臣官房会計課長、

防衛政策局防衛政策課長、整備計画局防衛計画課長、整備計

画局サイバー整備課長、人事教育局人事計画・補任課長、地

方協力局総務課長、防衛大学校総務部総務課長、防衛医科大

学校事務局総務部総務課長、防衛研究所企画部総務課長、統

合幕僚監部総務部総務課長、陸上幕僚監部指揮通信システ

ム・情報部指揮通信システム課長、海上幕僚監部指揮通信情

報部指揮通信課長、航空幕僚監部防衛部事業計画第二課長、

情報本部総務部長、防衛監察本部総務課長、北海道防衛局総

務部総務課長、東北防衛局総務部総務課長、北関東防衛局総

務部総務課長、南関東防衛局総務部総務課長、近畿中部防衛

局総務部総務課長、中国四国防衛局総務部総務課長、九州防

衛局総務部総務課長及び沖縄防衛局総務部総務課長並びに防

衛装備庁長官官房総務官 



３ ＰＭＯは、デジタル統括責任者、副デジタル統括責任者及びデジタル 

統括アドバイザーのほか、デジタル統括責任者が指名する者をもって 

構成する。 

４ ＰＭＯの事務は、デジタル統括責任者が掌理し、副デジタル統括責任 

者がこれを補佐する。 

５ デジタル統括アドバイザーは、ＰＭＯの事務について、他の構成員 

に対し、行政情報化に関する専門的な助言及び支援を行う。 

６ ＰＭＯは、第２項に規定する事務を行うに当たり、関係部局に対 

し、会議等への関係職員の出席、意見の陳述、資料の提出等必要な 

協力を求めることができる。 

７ ＰＭＯの庶務は、整備計画局サイバー整備課において処理する。 
 
（各事項別内部部局担当課等） 

第７ 委員会は、行政情報化に係る個別的な事項ごとに、当該事項を担当 

する防衛省本省の内部部局の課又はこれに準ずるもの（以下「担当課 

等」という。）を指定することができる。 

２ 担当課等は、担当する事項に関する所要の検討体制を整備するととも 

に、ＰＭＯ及び関係部局と適切に連携しつつ、所要の検討を進めるも 

のとする。 

３ 担当課等は、前項に規定する検討の進捗状況に応じ、その結果を取り 

まとめ、ＰＭＯとの調整を経て委員会に報告するものとする。 

４ 担当課等は、ＰＭＯと密接な調整を行うため、担当者を指定するもの 

とする。 

 
（官房各局及び各機関における体制等） 

第８ 官房各局及び各機関は、必要に応じ、当該機関における行政情報化 

に関する検討体制を整備するとともに、ＰＭＯ及び担当課等と適切に 

連携しつつ、所要の検討を進めるものとする。 

２ 官房各局及び各機関は、前項に規定する検討の進捗状況に応じ、その 

結果を取りまとめ、ＰＭＯとの調整を経て委員会に報告するものとす 

る。 

３ 官房各局及び各機関は、ＰＭＯと密接な調整を行うため、担当者を指 

定するものとする。 

 

（委任規定） 

第９ この要綱に定めるもののほか、委員会、ＰＭＯ等行政情報化の推進 

体制の整備に関し必要な事項は、デジタル統括責任者が定める。 

 

附則 

１ この要綱は、平成２３年７月１日から施行する。 

２ 防衛省行政情報化推進委員会設置要綱について（防官情第３７３０ 

号。１５．４．１１）の規定により設置されていた防衛省行政情報化 



推進委員会において決定し、又は了承された事項については、この要 

綱の規定により置かれる防衛省行政情報化推進委員会において決定 

し、又は了承された事項とみなす。 

 

附則 

この要綱は、平成２３年９月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２７年１０月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２９年３月２７日から施行する。 

附則 

この要綱は、令和３年３月１８日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成３年１２月２０日から施行する。 

附則 

この要綱は、令和５年７月１日から施行する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


